
令和 年分収支内訳書

令和 年 月 日

番 号
電 話氏 名

業種名
住 所

フリガナ

番 号
電 話
（名称）
氏 名
所在地
事務所

月（自 日 月至 日）

（円）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

◯イ

◯ロ

◯ハ

◯ニ

◯ホ

◯ヘ

◯ト

◯チ

◯リ

◯ヌ

◯ル

◯ヲ

◯ワ

◯カ

◯ヨ

◯タ

◯レ

⑰

所得税の源泉徴収税額
所得税及び復興特別合 計

その他（ 人分）

計

円円円

円

○事業専従者の氏名等
氏 名

延べ従事月数

－１－

続 柄

依
頼
税
理
士
等

（ 歳）

（ 歳）

（ 歳）

（年齢）
月

支 払 先 の 住 所 ・ 氏 名

従 事
月 数

農園名

（農業所得用） の金額の計算内容をこの表
に記載して申告書に添付し
てください。（ ）

⑧

延 日

氏名・住所又は作業名

（ 歳）

○小作料・賃借料の内訳

a・㎏

小作料、賃
耕料等の別 面積・数量 支 払 額

金 額科 目金 額科 目

（①＋②＋③）

農産物の 期首

期末
計

農産物
以外の
棚卸高

期首

期末
経費から差し引く果樹
牛馬等の育成費用

計－◯ナ－
◯イ～◯ネまでの
小 計

（⑧～⑫までの計＋⑬）

収

入

金

額

経

費

そ

の

他

の

経

費

小 計
雑 収 入

金額事業消費
家事消費
販 売 金 額

利 子 割 引 料

貸 倒 金

減 価 償 却 費

雇 人 費

小作料・賃借料

租 税 公 課

諸 材 料 費

費衛 生
農 薬
農 具 費

飼 料 費

肥 料 費

素 畜 費

種 苗 費

経

費

そ

の

他

の

経

費

修 繕 費

雑 費

土地改良費

荷造運賃手数料

農業共済掛金

作業用衣料費

動力光熱費

経 費 計

専従者控除前の所得金額

専 従 者 控 除
（⑦－⑭）

⑰のうち、肉用牛について
特例の適用を受ける金額

◯ソ

◯ツ

◯ネ

◯ナ

◯ラ

棚 卸 高

◯ラ（ ）

（円）
○雇人費の内訳

日数 現 物
現 金

（④－⑤＋⑥）

あなたの本年分の農業所得

申告書の②に記載してください
所得金額（⑮－⑯）

３．１２（農業）

表面（市民税・県民税申告用）
農 業 所 得 収 支 内 訳 書 記 載 例

します。

農地・農業用建物の固
定資産税，農業用車両
の自動車税，水利費，
農協の組合費等。

の農具。

現物での支払い分は，
金額に換算して計上し
ます。

年末に，次年に繰越す

左表⑯の専従者控除がある場合に記入します。

記入してください。

※事業専従者とした親族は，「扶養控除」の対象者
とすることはできませんのでご注意ください。

事業専従者一人一人について下図で計算した金額の合計額を専従者控除⑯の欄に記入

「収入額の明細」の合
２ページ（裏面）の

計欄①②③及び⑤⑥
の金額を転記します。

合計⑩の金額を転記
価償却費の計算」の
２ページ（裏面）の「減

未満又は，１０万未満
使用可能期間が１年

合計金額を，左の経費
⑧に転記します。

支払額の合計を，左の
経費⑨に記入します。

未収穫農産物・資材が，
毎年同程度の場合は，
棚卸しを省略しても差
し支えありません。

に従事している，生計を一にする１５歳以上の親族
が条件です。

申告書裏面の １１「事業専従者に関する項目」にも

・配偶者以外の親族

・事業主の配偶者
８６万円

５０万円

どちらか低い金額
（一人当たりの上限額） （専従者の数＋１）

（専従者控除前の所得

３ 1 1 1 2 3 1

宇都宮市○○町１２３－１

宇都宮 太郎
タロウウツノミヤ

○○○－○○○○－○○○○

○ ○ 農 園

甲野 太郎
東原町３４５－６

西原町６７８－９

乙野 次郎

0

8 9 5 7 0 0 0
2 7 5 0 0 0
2 0 1 0 0 0

9 4 3 3 0 0 0
1 4 5 0 0 0
1 6 4 3 0 0

9 4 5 2 3 0 0
2 9 0 0 0 0

1 3 3 6 0 0
7 2 1 5 0
8 4 0 0 0

4 2 9 0 0 0
5 3 8 0 0 0
3 7 5 0 0 0
2 8 6 0 0 0
3 4 7 5 0 0
5 8 7 0 0 0

1 2 5 0 0 0
2 7 0 5 1 5
3 6 0 0 0
1 8 0 0 0
8 2 0 0 0
1 8 0 0 0

3 9 3 4 2 6

6 3 0 0 0
3 4 2 9 0 0
3 0 6 0 0 0
1 0 0 0 0 0

3 6 6 1 4 9 1

1 3 6 0 0 0 0

宇都宮 春子
宇都宮 和夫

４６

０

０

０

２９０，０００

４６，０００

１５１，０００

９３，０００

４０，０００

２５０，０００

６，０００

４０，０００

２１，０００

１３０，０００

１３，０００

８０，０００
１６

２６

８

５０

８

２４

妻
子

１２
１２

42

農業用の電気・灯油・
ガソリン代等。

記 載 例

共販諸掛

－１－

金額⑮の金額） ÷

表

スミ

2 4 2 9 9 5

4 3 2 8 0 8 6
5 1 2 4 2 1 4

3 7 6 4 2 1 4

６ ４

5

５．１２（農業）

※事業専従者とは，年間６か月を超えて専ら農業
【家事上の費用について】
農業用軽トラック等車両について支払った燃料費の

のみを計上してください。

内，通勤等の家事分に対応する費用や，農業用建物
兼住宅等について支払った固定資産税の内，住宅分
に対応する費用などは必要経費になりませんので，

51
04
27
-3
-0
32
00
1

※自宅用の電気・灯油
等は除く

家事と農業の使用状況によってあん分し，農業部分



－２－

月 月

○減価償却費の計算
◯イ

償却率 本年中
の償却
期 間 （◯ロ×◯ハ×◯ニ）

事業専

用割合

本年分の必要

（◯ト×◯チ） （期末残高）
年 円 円 年 円円円円円 ％

１２（ ）

計

の 名 称 等
減 価 償 却 資 産

年 月

取 得

数 量
又 は
面 積

（償却保証額）
取 得 価 額

耐 用

年 数方 法

償 却◯ロ ◯ハ ◯ニ ◯ホ ◯ヘ ◯ト ◯チ ◯リ ◯ヌ

改定償却率
又 は

（ ◯ホ ＋ ◯ヘ ）
償却費合計
本 年 分 の

償 却 費

特 別
普通償却費
本 年 分 の

経費算入額
未償却残高 摘 要

（注）平成１９年４月１日以後に取得した減価償却資産について定率法を採用する場合にのみ◯イ欄のカッコ内に償却保証額を記入します。

に な る 金 額
償 却 の 基 礎

（繰延資産を含む）
（成熟）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
⑩

○収入金額の明細

◎本年中における特殊事情

円 円 円 円

飼 育
頭羽数（ ）
作付面積

a ㎏ ㎏

◯Ａ

◯Ｂ

（◯Ａ＋◯Ｂ）

◯Ｃ

（◯Ａ＋◯Ｂ＋◯Ｃ）
① ②

⑤ ⑥

③

農産物等の
種類品名等 販 売 金 額

金 額
事 業 消 費
家 事 消 費 農 産 物 の 棚 卸 高

期 末期 首
数 量数 量 金 額 金 額

円 円 円 円

飼 育
頭羽数（ ）
作付面積

㎏ ㎏

農産物等の
種類品名等 販 売 金 額

金 額
事 業 消 費
家 事 消 費 農 産 物 の 棚 卸 高

期 末期 首
数 量数 量 金 額 金 額

㎡

頭羽

小 計

小 計

小 計
合 計

農 産 物 計

特

殊

施

設

畜
産
物
そ
の
他

雑
収
入
の
内
訳 合 計

区 分 金 額

円円円円円円円円

計

◯ロ
◯イ

◯ハ ◯ニ ◯ホ ◯ヘ
◯ト ◯チ

◯ラ

（◯ロ＋◯ハ）

育成中の果
樹等から生じ

本年に取得

金額（◯ニ－◯ホ） （◯イ ◯ヘ－◯ト）の 名 称

果樹・牛馬等 取得・生産
・ 定 植 等
の 年 月 日 の 繰 越 額

前 年 か ら
種苗費、種付
本年中の

の投下費用
肥料、農薬等
本年中の

小 計
た収入金額

価額に加算する 繰 越 額
翌 年 へ の

取 得 価 額
熟したものの
本年中に成

計 算 方 法
欄 の 金 額 の
◯ロ 、◯ハ 、◯ホ の

円

１２

１２

１２

１２

（販売用の牛馬、受託した牛馬は除きます。）

田

畑

育 成 費 用 の 明 細

＋

○果樹・牛馬等の育成費用の計算

料、素畜費

３．１２（農業）

a

㎡

ａ耕作面積

水 稲

自家野菜

１２０

５

４０甘夏みかん

レタス

はくさい

２１５

１，３８０，０００

５，０８７，０００

１，４２０，０００

６６３，０００

１，６２４，０００

１９５，０００ ６００ １４５，０００

１４５，０００

６８０ １６４，３００

１６４，３００

きゅうり

トマト

肉 豚

６００

６００

１，２００

２５

１，３３７，０００

１，４０８，０００

２，７４５，０００

７，８３２，０００

１，１２５，０００

６，０００

４，０００

１０，０００

２７５，０００

０

２７５，０００

１４５，０００ １６４，３００

１２，０００

２４，０００

１６５，０００

２０１，０００

農業機械用車庫

軽トラック

ビニールハウス

甘夏みかん樹

一括償却資産

３３㎡

１台

１式

４０ａ

―

１，５００，０００

１，０００，０００

３２０，０００

５２０，０００

１８０，０００

定額

―

旧定額

―

１５

４

―

３０

―

０．２５０

―

０．０３４

１／３

１２

３

－

１２

―

―

―

―

―

―

６２，５００

３，１９９

１６，７９６

６０，０００

６２，５００

３，１９９

１６，７９６

６０，０００ １００

１００

１００

１００

１００

６２，５００

１６，７９６

６０，０００

９３７，５００

１

０

均 等 償 却

甘夏みかん樹
（２０ａ） ３９５，０００ １００，０００ １００，０００ ４０，０００ ６０，０００ ４５５，０００

３９５，０００ １００，０００ １００，０００ ４０，０００ ６０，０００ ４５５，０００

２６５，０００

５，０００

５

１０

１

１，０００，０００

１６，０００

４９４，０００

１８０，０００

農業補助金等

農作業受託料

米清算金等

４０

１０ ２，０００

３，０００

６０，０００

８，９５７，０００

１，１２５，０００

３，１９９

１，５００，０００ 定額 ０．０６７ １００，５００

２４２，９９５

１００，５００

２４２，９９５

１００，５００

２４２，９９５

２６，０００

H１９
－

H２１

R５

H１６ １

R３

H３０・１１

２３９，４０８

１，２０２，９０９

記 載 例

－２－

に対する金額が異なりますの
でご注意ください。

○定額法

と同額

○旧定額法

した減価償却資産
・建物・農機具等 ９０％
・果樹・植物等 ９５％

※旧定額法の償却済の資産で，
現在も事業の用に供してい
る資産は，残存価格を５年
間で「均等償却」できます。

償却の基礎になる金額は，

平成１９年４月１日以後に取得

平成１９年３月３１日以前に取得

育成途中の該当物は，

きません。
減価償却費には計上で

上２０万円未満の償却資
産については，取得年
から３年間で，取得価

費にすることができま
す。

前年以前から育成中の

を記入します。
年への繰越額」と同額
場合は，前年末の「翌

額
１年間に，販売した金 家事・贈答用等に消費した分

の金額 温室・ビニールハウス
等で，栽培した作物は
この欄に記入します。

・期首・・・年頭に保有していた農産物の数量と金額

・期末・・・年末に保有していた農産物の数量と金額

分も含む） もります）
（出荷後の代金未受領 （生産者販売価格により見積

（前年申告の期末分より）

（次年申告の期首分になります）

１ページ（表面）の収入
金額の⑤⑥に転記しま
す。

受取共済金・出荷奨励

１ページ（表面）の収入
金額の①②③に転記し
ます。

旧定額法での償却が終
了している資産の，残
存価格を償却する場合
は，「均等償却」と記入
します。

１ページ（表面）の経費
⑩へ転記します。

飼料・肥料・農薬費の
みを，育成費とするこ
とができます。

育成中の果樹からの収入は，
育成費から差し引きます。

た場合は，育成費から差し
引きしません）

（販売金額に収入を計上し

・中古資産は「中古」と記入します。

・法定耐用年数の一部を経過した償却資産
（法定耐用年数－経過年数）＋経過年数×０．２

・法定耐用年数の全部を経過した償却資産
法定耐用年数×０．２

中古資産を取得した場合の耐用年数は，次の年数とすることもできます。

主な償却資産の法定耐用年数と償却率（定額法）

種類・構造等
H．１９．４．１～～H．１９．３．３１

倉
庫
作
業
所

ハ
ウ
ス

木造・合成樹脂造 １５年 ０．０６６ ０．０６７
木骨モルタル造 １４年 ０．０７１ ０．０７２
鉄骨４mm超 ３１年 ０．０３３ ０．０３３
鉄骨３～４mm ２４年 ０．０４２ ０．０４２
鉄骨３mm未満 １７年 ０．０５８ ０．０５９
ビニール・骨格金属 １０年 ０．１００ ０．１００

軽トラック ４年 ０．２５０ ０．２５０
〃 基礎定着

※以下の耐用年数はすべて７年で計算します。

ハロー・噴霧器・刈取機など
脱型コンバイン・ロータリー・

イン・ボイラー・ポンプなど
乗用トラクター・普通型コンバ

田植機・歩行型トラクター・自

７年 ０．１４２ ０．１４３

７年 ０．１４２ ０．１４３

計算に使用する償却方法
を記入します。
償却方法には，「定額法」
・「旧定額法」

に，税務署に届出した場
合に使用できる「定率法」
等があります。

１年の内，保
有している月
数を記入しま
す。

は切上）

金・農作業受託料・補
助金等を記入します。

耐用年数

〔１年未満の端数は切り捨て，ただし値が２年未満となる場合は，２年とします〕

裏面

（該当資産の取得年月日
により異なります）の他

償却率（下欄取得日）

取得年月日により，取得価額

した減価償却資産・取得価額

取得価額が，１０万円以

額の１／３ずつ必要経

裏

スミ

〔数量がわずかの場合は，省略しても差し支えありません〕

（１か月未満

５．１２（農業）

１４年 ０．０７１ ０．０７２

【中古資産を取得した場合の耐用年数】

51
04
27
-3
-0
32
00
1
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